
屋外に表示・設置される看板やのぼり旗等の広告物（屋外広告物）は、道行く人々に
さまざまな情報を提供するほか、街のにぎわいを演出する重要な役割を果たしています。

しかしながら、広告物が無秩序に氾濫すると、街の景観を損ねるほか、
適正な維持管理を欠いた場合には周辺の人に危害を及ぼすおそれがあります。

屋外広告物を出すには、ルールがあります

屋外広告物の乱立や大型化を防ぎ、まち並みや自然の
美しさを守るためです。また、屋外広告物が道路の見
通しを妨げたり、倒れたりすることがないようにして、
事故を未然に防止するためです。
ルールがないと、電柱に違法に取り付けられた看板に
よって死角が生じ、事故の原因になることも…。

なぜルールがあるの？

どんなルールがあるの？違反したらどうなるの？

市内で屋外広告物を表示、設置する場合には許可が必要です。また、
街路樹、信号機などへの表示や設置は原則的に禁止しています。破損
したもの、落下の恐れがあるものなどの設置も禁止です。
違反した屋外広告物の設置者または管理者に対して、除却や改修・移転・
修繕などを命じたり、罰金を科したりします。また、はり紙・はり札・
立看板で、禁止された場所に表示されているものや許可を受けていな
いもの、管理されずに放置されているものは除却します。

屋外に広告物を表示、設置するときに気を付けることは？

表示、設置をしようとする多くの屋外広告物は、条例に基づく許可が
必要です。申請書類や基準などは市のHPまたは都市計画課窓口で確認
してください。また、屋外広告物のしおりをHPで確認できます。

いいづか　屋外広告 検索

●お問合せ　都市計画課　都市政策係（☎内線1553・1554）

屋外広告物を違法に設置されている場合は自主的な撤去をお願いします。
9月10日前後に市内全域を対象とした違法広告物の除却作業を行います。

※基準要件がありますので、補助金については、必ず工事着工前にお問合せください。
●お問合せ　飯塚市企業局　企業管理課　業務係（☎内線2256）

9月10日は下水道の日です 9月10日は下水道の日です 

　「公共下水道」は、一度使われた水をきれいにして川に戻すという大切な役割を担っています。普段は目にすること
のない下水道ですが、私たちの安全・安心で、快適な生活を支えています。
　下水道整備済みの地区では、ぜひ早めの接続をお願いします。また、下水道管や汚水桝の詰まり等のトラブルを防ぎ、
きれいな水に戻すため「油や薬品を流さない」「水に溶けない紙やごみなどを流さない」等、皆さま一人一人のご協力
をお願いします。

○水洗化改造に対する工事費の補助
居住用（新築・建替工事を除く）で、浄化槽またはくみ取り便所を廃止し、
下水道へ接続する世帯に予算の範囲内で10万円の補助を行っています。

○水洗化改造費用融資への利子補給
宅内の公共下水道接続の改造費用について、80万円まで融資のあっせんを行います。
◆　融資額 ･･････工事費用が限度額（上限80万円・万円単位）
◆　借入利子 ････全額企業局が負担
◆　償還方法 ････月々最低1万円の返済
◆　融資あっせんの要件

1）処理区域内に居住されている人　（改造のみ。新築・建替、事業用を除く。）
2）市税と受益者負担金に滞納がない人
3）銀行の指定する地域に居住する連帯保証人1名がいる人
　（同一世帯は不可。住居が2世帯住宅構造で、独立した生計を営んでいれば可能です。）
※銀行での審査を通過した場合にご融資できます。

合併浄化槽設置の補助金について

公共下水道事業計画の区域外では、合併浄化槽の設置に予算の範囲内で補助金を
交付しています。
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、処分費と
配管設置費に対する補助金の加算があります。

下水道接続への助成について 下水道で
川や海の水が

よみがえります

14IIZUKA2023.09No.210


